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すべり台の認定基準及び基準確認方法 

 

1.基準の目的 

この基準は、組立可搬式のすべり台の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を定

め、一般消費者の生命又は身体に対する被害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

2.適用範囲 

この基準は、主として一般家庭で幼児が使用する組立可搬式のすべ台（以下、すべり台という。) について

適用する。 

なお、ここでいう幼児とは、標準として 2 才児から 6 才児までをいう。 

 

3.安全性品質 

すべり台の安全性品質は、次のとおりとする｡ 

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

１．構造、外観及

び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. すべり台の構造、外観及び寸

法は、次のとおりとする。 

(1) すべリ台は、次の部分から構

成されていること。 

(a) はしご 

(b) おどリ場 

(c) おどり場わく 

(d) おどり場手すり 

(e) 滑走面 

(f) 滑走面手すり 

ただし,はしご及び滑走面は、

各々1 つに限る。 

 

(2) 組立ては簡単で、正常な方

法によって組立てたすべり台

各部には、き裂、破損、使用上

支障のある緩み、がた、変形

等の異状がないこと。 

 

(3) 外部に現れるボルト、ナット

等の先端は、著しく突出してい

ないこと。 

 

(4) はしご柱、おどリ場、おどリ場
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手すり、中柱、滑走面及び滑

走面手すりの上面並びに上端

部は、使用時にひも等が引っ

掛からない形状であること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)(a) 着地板を有するものにあ

っては、使用時に滑走面と

着地板が確実に固定されて

おり、がたつきがないこと。

ただし、着地板に軟質材料

(発泡ポリエチレン等)を使用

したものにあってはこの限り

ではない。 

また、以下の着地板及び

着地板手すりの規定につい

ては、着地板及び着地板手

すりを有するものに適合す

る。 

(b) 滑走面又は着地板の前縁

地上高さは、〇ミリメートル

以下であること。 

 

(6) 使用時に人体が触れる部分

には、傷害を与えるような先鋭

部、ばり等がないこと。 

 

(7) はしご以外にはしごとして登

れるような構造物がないこと。 

 

(8) すべリ台には,飾リ玉などの

小物体が付いていないこと。 

 

(9) おどリ場、滑走面、滑走面手

すり、着地板及び着地板手す

りの上面並びに滑走面手す

り、着地板手すりの側面にはく

ぎ、木ねじ類が使用されていな

いこと。ただし、(9)(a)(b)項に規

定する各項目にあってはこの

限りではない。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) おどリ場、滑走面、着地板

の内側にくぎ、木ねじ類が使

用されているものにあって

は、くぎ、木ねじ類の頭部

は、〇ミリメートル以上埋め

込まれていること。 

また、補助板等を固定す

るための止め具に木ねじを

使用しても差し支えないもの

とする。 

(b) 滑走面手すり又は着地板

手すりの外側面に折リ畳み

金具等を固定するために止

め具を使用しているものに

あっては、滑走面手すり又

は着地板手すり上面からそ

の止め具の上端までの距離

及び固定部の折リ畳み金具

端末までの距離は、〇ミリメ

ートル以上であること。 

 

(10) はしご踏み板及びおどり場

は、水平であること。 

 

(11) 使用時に手、指等が触れる

部分には、〇ミリメートル以上

〇ミリメートル未満のすき問が

ないこと。ただし、すき間の一

方が開放端になっているすき

間は除く。 

また、滑走面手すりに補助

手すりが取リ付けられているも

のにあっては、補助手すりにす

き間がなく、取付け部のすき間

は〇ミリメートル以下であり、

縁部は丸みがあること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) はしご下端部を〇キログラ

ムの力ですべリ台の前後方向

に水平に押したとき及び引っ張

ったとき、使用時に手、指等が

触れる部分には、〇ミリメート

ル以上〇ミリメートル未満のす

き間がないこと。 

 

 

 

 

(13) おどり場の前後方向の長さ

は、〇ミリメートル以上であるこ

と。 

 

(14) おどり場手すりの前後の長

さは、おどり場の前後の長さを

満たす大きさであり、おどり場

中央上面からおどり場手すり

上面までの高さは表１に適合し

ていること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 

 

（単位：ミリメートル） 

おどり場
前後方向
の長さ 

おどり場手すり
の高さ 

〇未満 〇
プラス

マイナス
〇 

〇以上 〇
プラス

マイナス
〇 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) おどり場の左右には、足部

がずれ落ちるのを防ぐための

わくを有しており、おどり場中

央上面からわく上面までの高

さは、〇ミリメートル以上である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) おどリ場の最大地上高さ

は、〇ミリメートル以下であるこ

と。 

 

(17) 滑走面の幅は、〇ミリメ-ト

ル以上であること。 

 

(18) 滑走面と地面との角度は、

〇度以下であること。 

 

(19) 滑走面の手すリの高さは、

〇ミリメートル以上であること。 

 

(20) はしごと地面との角度は、

〇度から〇度の範囲内である

こと。 

 

(21) はしご踏み板の問隔は、〇

ミリメートル以下であること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安 定 性 

 

 

 

 

３．耐 荷 重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) はしご踏み板の幅は、〇ミリ

メートル以上であること。 

 

2. すべり台の側面部を〇キログ

ラムの力で引いたとき、接地部が

浮き上がらないこと。 

 

 

3. すべり台の耐荷重は、次のとお

りとする。 

(1)  はしご各踏み板及びおどり

場に〇キログラムの力を加え

たとき、すべり台各部にき裂、

破損、使用上支障のある変形

等の異状がないこと。 

 

(2)  滑走面に〇キログラムの力

を加えたとき、すべり台各部に

き裂、破揖、使用上支障のあ

る変形等の異状がないこと。 

 

(3)  次に示す個所を〇キログラ

ムの力で引張ったとき、すべり

台各部にき裂、破損、使用上

支障のある変形等の異状がな

いこと。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

４．耐 衝 撃 

 

 

 

 

 

 

５．含 水 率 

 

 

 

 

６．材   料 

 

 

 

７．付 属 品 

(a) おどり場手すり 

(b) 滑走面手すり 

(c) はしご手すり 

(d) ちょうばん 

(e) おどり場のわく 

 

4. はしご各踏み板、おどり場、滑

走面、着地板に〇キログラムの

鋼球を〇ミリメートルの高さから

落下させたとき、すべり台各部に

き裂、破損、使用上支障のある

変形等の異状がないこと。 

 

5. 木材の含水率は、〇パーセント

以下であること。 

 

 

 

6. すべり台の材料は、人体に有

害な影響を与えないものであるこ

と。 

 

7. 付属品(取付け金具を必要とし

ない着地板等をいう)は、すべり

台の使用上の安全性を損なわな

いものであること。 
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4．表示及び取扱説明書 

    すべり台の表示及び取扱説明書は次のとおりとする。 

項 目 認 定 基 準 基準確認方法 

1.表示  

 

 

 

 

 

 

 

2．取扱説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 製品には、容易に消えない方法で次

の事項を表示すること。 

(1)  申請者（製造業者、輸入業者等）

の名称又はその略号。 

 

(2)  製造年月日若しくは輸入年月又

はその略号。 

 

2. 製品には、次に示す主旨の取扱い上

の注意事項を明示した取扱説明書を

添付すること。 

なお、一般消費者が容易に理解で

きるよう図で明示するのが望ましい。 

(1) 取扱説明書は必ず読み、読んだ

あと保管すること。 

 

(2)  組立ての要領及び注意。 

 

(3)  部品及び付属品の一部が取リ外

されているすべり台は、その組立て

の要領及び注意。 

 

(4)  使用上の注意 

(a) 使用前には、各部に緩みなどが

ないことを確認し使用すること。 

 

(b) すべり台はがたつかない水平、

平たんな場所に設置して使用す

ることとし、敷居、じゅうたんなど

段差がある場所やストーブなど危

険物の付近には絶対に設置しな

いこと。 

 

 

 

１． 目視及び触感により確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

２．専門用語等が使用されず、一般消費者が

容易に理解できるものであることを確認す

ること。  
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(c) 初めて使用する幼児は、保護

者が使用上の注意を指導するこ

と。 

 

(d) 同時に〇人以上では使用しな

いこと。 

 

(e) すべり台を揺すったり、側面か

ら登ったり降りたり、又、おどり場

で暴れたり、滑走面に飛び降りた

り駆け上がったりなどしないこと。 

 

(f) すべり台を使用する年令範囲

は、〇才児から〇才児までとす

る。 

 

(5)  製造業者、輸入業者又は販売業

者の名称及びその住所。 
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すべり台の各部の名称 

 

参考付図１． 
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参考付図２． 

 


